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「
く
に
み
プ
レ
ミ
ア
ム

商
品
券
」
の
利
用
期
限

が
迫
っ
て
い
ま
す
‼

　

く
に
み
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券

は
、
期
限
を
過
ぎ
る
と
利
用
が

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
忘
れ
ず
に

利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
利
用
期
限
　

2
月
28
日
月

問
産
業
振
興
課
商
工
観
光
係

☎
5
8
5
‐
2
2
3
8

介
護
保
険
の
要
介
護
認

定
を
受
け
て
い
る
み
な

さ
ん
へ

　　

所
得
税
の
確
定
申
告
や
町
県

民
税
の
申
告
に
際
し
、
介
護
保

険
制
度
で
要
介
護
の
認
定
を
受

け
て
い
る
65
歳
以
上
の
皆
さ
ん

が
税
控
除
を
受
け
る
た
め
の
証

明
書
を
発
行
し
ま
す
。
必
要
な

方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
障
が
い
者
控
除
】

▼
発
行
証
明
書　

障
が
い
者
控

除
対
象
者
認
定
書

▼
対
象
者　

介
護
保
険
法
に
基

づ
く
要
介
護
認
定
を
受
け
た
方

で
、
日
常
生
活
に
支
障
の
あ
る

方
や
疾
病
な
ど
に
よ
り
介
護
が

必
要
な
方
。
な
お
、
身
体
障
が

い
者
・
精
神
障
が
い
者
手
帳
を

持
っ
て
い
る
方
は
申
請
の
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
】

▼
発
行
証
明
書　

要
介
護
認
定

に
か
か
る
主
治
医
意
見
書
の
確

認
書

▼
対
象
者　

お
む
つ
代
の
医
療

費
控
除
を
受
け
る
の
が
2
年
目

以
降
の
方
で
、
要
介
護
認
定
を

受
け
、
一
定
の
要
件
を
満
た
し

て
い
る
場
合
に
、
主
治
医
意
見

書
の
記
載
を
確
認
し
て
交
付
し

ま
す
。

問
福
祉
課
長
寿
介
護
係

☎
5
8
5
‐
2
1
2
5

西
根
堰
土
地
改
良
区

農
地
異
動
届

　　

伊
達
西
根
堰
土
地
改
良
区
費

の
水
利
費
賦
課
は
、
毎
年
4
月

1
日
現
在
の
農
地
面
積
を
基
準

に
算
定
さ
れ
ま
す
。
令
和
4
年

度
の
水
利
費
賦
課
の
基
準
と
な

る
農
地
面
積
な
ど
に
変
更
が
あ

る
場
合
は
、
届
出
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
届
出
が
必
要
な
場
合

・
農
地
の
売
買
な
ど
に
よ
り
所　

お
知
ら
せ

3 月の各種相談会
『心配ごと相談』

　◆日　時　3 月 10 日木  、3 月 24 日木

　　　　　　午前 9 時～正午

　◆場　所　観月台文化センター  第 2 和室

　◆相談員　民生児童委員

　『障がい者相談』
　◆日　時　3 月 15 日火  午前 10 時～午後 4 時

　◆場　所　観月台文化センター　第 2 和室

　◆相談員　NPO 法人「ひびきの会」

※秘密は厳守、相談無料です。

問福祉課社会福祉係　☎ 585-2793

『国見町結婚世話やき人  月例相談会』
 　◆日　時　3 月 27 日日  午前 10 時～午後 2 時

 　◆場　所　観月台文化センター　第 2 研修室

Ｊ
ア
ラ
ー
ト
全
国
一
斉

情
報
伝
達
試
験

　
自
宅
に
設
置
さ
れ
て
い
る
防

災
行
政
無
線
（
デ
ジ
タ
ル
同
法

系
）
個
別
受
信
機
及
び
各
地
区

中
央
集
会
施
設
な
ど
に
設
置
さ

れ
て
い
る
屋
外
拡
声
子
局
に
訓

練
放
送
が
流
れ
ま
す
。

※
個
別
受
信
機
か
ら
放
送
が
聞

こ
え
な
か
っ
た
場
合
は
、
住
民

防
災
課
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
訓
練
日
時
　

2
月
16
日
水　

午
前
11
時
ご
ろ

問
住
民
防
災
課
環
境
防
災
係

☎
5
8
5
‐
2
1
1
6

　

有
者
が
変
わ
っ
た
と
き

・
地
区
除
外
を
す
る
と
き

・
経
営
移
譲
や
死
亡
な
ど
で
名

　

義
変
更
を
し
た
と
き

・
農
地
の
賃
借
が
あ
っ
た
と
き

　
（
水
利
費
の
支
払
義
務
者
を

　

  

確
認
し
て
く
だ
さ
い
）

▼
届
出
期
限　

3
月
18
日
金

▼
届
出
・
問
い
合
わ
せ　

伊
達
西
根
堰
土
地
改
良
区

☎
5
8
2
‐
2
3
1
9

福
島
県
特
定
最
低
賃
金

改
正

　
福
島
県
の
最
低
賃
金
が
10
月

1
日
に
時
間
額
8
2
8
円
に
改

定
さ
れ
ま
し
た
が
、
特
定
最
低

賃
金
に
つ
い
て
も
適
用
5
業
種

の
改
正
が
決
定
し
、
12
月
24
日

よ
り
順
次
適
用
と
な
り
ま
し
た
。

　

最
低
賃
金
制
度
は
、
年
齢
や

パ
ー
ト
・
学
生
ア
ル
バ
イ
ト
な

ど
の
働
き
方
の
違
い
に
関
わ
ら

ず
、
す
べ
て
の
働
く
人
に
適
用

さ
れ
ま
す
。

問
福
島
労
働
局
賃
金
室

☎
5
3
6
‐
4
6
0
4

　　　問税務課　☎ 585-2778

自宅やオフィスから地方税が納付できます
給与支払報告書・源泉徴収票を一括提出できます

複数の地方公共団体へ一括提出できます

eLTAX は無料で利用できます

地方税の電子総合窓口 インターネットで簡単手続き‼

※詳しくは問合せください。
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国民健康保険税（普通徴収） 第 8 期

後期高齢者医療保険料（普通徴収） 第 7 期

問ほけん課国保係　☎ 585-2785

　介護保険料（普通徴収） 第 8 期

問福祉課長寿介護係　☎ 585-2125

※納付書で納付する方は、最寄りの金融機関で納めて
ください。口座振替の方は、納期限の前日までに残高
の確認をお願いします。

納め忘れにご注意ください
　納め忘れがあると、督促状が届いたり延滞金が発生した
りするので、期限までに納めてください。
　なお、町県民税（普通徴収）、固定資産税、軽自動車税

（種別割）、国民健康保険税は、コンビニやスマートフォン
決済でも納付できます。（口座振替申込者を除く）
※町では Twitter で納期限をお知らせしています。

・国見町公式 Twitter
　（納期限のお知らせ）

・スマートフォン決済
　（町税等）について

今月の納期限は2月28日月です　忘れずに納めましょう

農業委員会
　2 月の農業委員会定例総会は次のとおりです。　　

　傍聴においでください。
　

　◆日　時　2 月 15 日火　午後 1 時 30 分から

　◆場　所　役場 2 階　大会議室

　　　　　　　　問農業委員会事務局　☎ 585-2890

教育委員会
　2 月の教育委員会定例会は次のとおりです。　　
　傍聴においでください。

　◆日　時　2 月 18 日金　午後 5 時 15 分から

　◆場　所　観月台文化センター　第 1 会議室

　※傍聴希望の方は事前に連絡をお願いします。

　　　　　　　　　　　問学校教育課　☎ 585-2892

人
権
擁
護
委
員
を
委
嘱

《
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
》

畑　善徳さん
（藤　田）※再任

【任期】
令和 4 年 1 月 1 日
から
令和 6 年 12 月 31 日
まで

佐藤勢津子さん
（塚野目）※再任

【任期】
令和 4 年 1 月 1 日
から
令和 6 年 12 月 31 日
まで

佐藤ユキ子さん
（森　山）※再任

【任期】
令和 4 年 1 月 1 日
から
令和 6 年 12 月 31 日
まで

マイナンバーカードに関するお知らせ

《持参するもの》

　■本人確認書類（免許証、パスポートなど顔写真付きのものは 1 点）

　　　　　　　  　（健康保険証、年金手帳、診察券など顔写真のないものは 2 点）

　■通知カード（お持ちの方）

　町では、マイナンバーカードの発行を希望する方を対象に、無料で写真撮影を行い、申請までのお手伝いをしています。

　申告相談期間中、会場でマイナンバーカードの出張申請受付を行います。この機会にマイナンバーカードを作りませんか。

　■受付場所　観月台文化センター　1 階ロビー　　　■時間　平日　午前 9 時～午後 4 時まで

　※職員が不在の場合は、住民防災課戸籍係（役場 1 階　緑の窓口 1 番）までおいでください。

税の申告相談会場でマイナンバーカードの出張申請を行います！

　■日時　2 月 27 日日　　午前 9 時～午後 4 時　■受付場所　住民防災課戸籍係（緑の窓口 1 番）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問住民防災課戸籍係　☎ 585-2115

　まだマイナンバーカードを持っていない方は、この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう。

2 月のマイナンバーカード休日臨時窓口は次のとおりです


